
森林整備業務等入札参加資格制限措置の概要

１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

商号又は名称(代表者名) 只見町森林組合 (代表理事組合長 矢沢 純也)

住 所 南会津郡只見町大字只見字宮前１３９０

２．措置期間

平成２２年６月２９日～平成２２年８月２８日（２か月間）

３．事業概要

平成２２年６月９日の森林整備業務「保安林機能維持増進業務「伊南地区」」

入札において落札したにもかかわらず、正当な理由なく６月１０日に契約を辞退し

た。

４．措置理由

正当な理由なく落札決定後に契約を辞退したことが、福島県森林整備業務等入札

参加資格制限措置要綱別表第２の６（不正又は不誠実な行為）に該当するため。

【森林整備業務等入札参加資格制限措置要綱別表第２】

措 置 要 件 期 間

（不正又は不誠実な行為）

６ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し 当該認定をした日か

不正又は不誠実な行為をし、業務等の契約の相手方として ら１か月以上１２か

不適等であると認められるとき。 月以内

問い合わせ先

福島県農林水産部森林計画課

福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７４２５


